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○栄町重度心身障害者（児）の医療費の助成に関する条例施行規則 

平成１９年９月１４日 

規則第３８号 

改正 平成２０年３月３１日規則第９号 

平成２７年６月１９日規則第１１号 

平成２７年１２月２８日規則第１６号 

平成２９年９月８日規則第１０号 

注 平成２７年６月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、栄町重度心身障害者（児）の医療費の助成に関する条例（昭和４８年栄町

条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（医療保険各法） 

第２条 条例第３条第２号に規定する規則で定める法律（以下「医療保険各法」という。）は、

次に掲げるとおりとする。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（６） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（７） 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

（助成の制限に係る市町村民税の所得割の額等） 

第３条 条例第４条の２第１項に規定する市町村民税（同条に規定する市町村民税をいう。以下

同じ。）の所得割（同条に規定する所得割をいう。以下同じ。）の額の算定については、同項

各号に掲げる受給資格者（条例第３条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。）の区分に応

じ、当該各号に定める者（以下「基準世帯員」という。）に係る市町村民税の所得割の額を合

算するものとする。 

２ 条例第４条の２第１項に規定する規則で定める額は、２３万５千円とする。 

３ 条例第４条の２第１項第１号に規定する規則で定める者は、受給資格者の加入している国民

健康保険の被保険者（当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯

に属するものに限る。）とする。この場合において、当該受給資格者が児童福祉法（昭和２２

年法律第６４号）第４条第２項に規定する障害児であって、かつ、その保護者が高齢者の医療

の確保に関する法律の規定による被保険者であるときは、当該保護者を含むものとする。 
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４ 受給資格者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定により千葉県後期高齢者医療広域連合

が行う後期高齢者医療の被保険者（以下この項において「千葉県後期高齢被保険者」という。）

である場合における条例第４条の２第１項第２号の適用については、同号に定める基準世帯員

を、当該受給資格者及び当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世

帯に属する千葉県後期高齢被保険者とする。 

５ 受給資格者が前２項に規定する者（当該受給資格者の配偶者を除く。）の扶養親族（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２３条第１項第８号に規定する扶養親族をいう。）に該当

しないときは、前２項の規定の適用については、前２項に規定する者を、当該受給資格者の配

偶者のみであるものとすることができる。 

６ 条例第４条の２第１項第３号に規定する規則で定める者は、受給資格者の加入している医療

保険各法（国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く。）に基づく医療保険

の被保険者、組合員又は加入者（健康保険法の規定による被保険者（同法第３条第２項の規定

による日雇特例被保険者を除く。）、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合

法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定

による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第１２６条の規定により日雇特例被保

険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまで

の間にある者をいう。）とする。 

（平２７規則１１・一部改正） 

（受給資格認定申請） 

第４条 条例第５条第２項の規定による申請は、重度心身障害者（児）医療費助成受給資格認定

申請書（別記第１号様式）によるものとする。この場合において、当該申請書に次に掲げる書

類を添付しなければならない。 

（１） 身体障害者手帳又は療育手帳の写し 

（２） 医療保険各法に基づく省令に規定する被保険者証（日雇特例被保険者手帳（健康保険

印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。）及び被扶養者証を含む。）、組合員証又は

加入者証の写し 

（３） 基準世帯員の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分（４月１日から７月末

日までの期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。）の市町村民税

の課税状況を証する書類（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定す

る被保護者（単給の扶助を受けている者を含む。）又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第３０号）第１４条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）
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附則第４条第１項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６号）附則第２

条第１項又は第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第１４条第１項に

規定する支援給付を含む。）を受けている者（以下「被保護者等」という。）であるときは、

その旨を証する書類） 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、町長が公簿等により同項第３号に掲げる書類の内容を確認するこ

とについて、基準世帯員が同意をしたときは、当該同意に係る同号に掲げる書類の添付を省略

することができる。 

（平２７規則１１・平２９規則１０・一部改正） 

（受給券の交付等） 

第５条 条例第５条第４項に規定する受給券（以下「受給券」という。）は、重度心身障害者（児）

医療費助成受給券（別記第２号様式）とする。 

２ 条例第５条第５項の規定による書面の通知は、重度心身障害者（児）医療費助成受給資格認

定申請却下通知書（別記第３号様式）よるものとする。 

（平２７規則１１・全改） 

（受給券の更新等） 

第６条 条例第６条第２項の規定による受給券の更新は、条例第８条第１項第１号に規定する受

給者（以下「受給者」という。）が第４条に基づく申請をすることにより行う。 

２ 前項の規定により受給者の受給資格を確認したときは、当該受給者に対し、更新後の受給券

を交付するものとする。 

（平２７規則１１・全改） 

（医療費助成の申請等） 

第７条 条例第８条第１項第２号の申請は、重度心身障害者（児）医療費助成申請兼請求書（別

記第４号様式）によるものとする。この場合において、当該申請書に次に掲げる書類を添付し

なければならない。 

（１） 医療保険証の写し 

（２） 保険医療機関等が交付した領収書（当該領収書にその受けた医療に係る自己負担額の

明細が記載されていない場合にあっては、重度心身障害者（児）医療費受領証明書（別記第

５号様式）） 

（３） 医療保険各法その他の法令の規定による附加給付及びこれに類するものの額を証する

書類 
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（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 条例第８条第４項の規定による通知は、重度心身障害者（児）医療費助成決定通知書（別記

第６号様式）又は重度心身障害者（児）医療費助成申請却下通知書（別記第７号様式）による

ものとする。 

（平２７規則１１・追加） 

（受給資格の変更の届出） 

第８条 受給者又はその保護者は、認定申請書の内容に変更があったとき（次条各号に該当する

場合を除く。）は、当該変更があった日の翌日から起算して１４日以内に、重度心身障害者（児）

医療費助成受給資格変更（喪失）届（別記第８号様式）に受給券及び当該変更の事実を証する

書類を添付して、町長に届け出なければならない。 

（平２７規則１１・旧第７条繰下・一部改正） 

（受給資格の喪失の届出） 

第９条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者又はその保護者（第１号に

該当する場合にあっては、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定による死亡の届出義務

者）は、速やかに、重度心身障害者（児）医療費助成受給資格変更（喪失）届に受給券を添付

して、町長に届け出なければならない。 

（１） 死亡したとき。 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による医療扶助を受けることとなっ

たとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、条例第３条各号に規定する受給資格者の要件を喪失した

とき。 

（平２７規則１１・旧第８条繰下・一部改正） 

（助成の制限の決定等） 

第１０条 町長は、条例第４条の２の規定による医療費助成の制限（以下この条において「助成

制限」という。）をする旨の決定をしたときは、重度心身障害者（児）医療費助成制限決定通

知書（別記第９号様式）により、受給者又はその保護者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、助成制限をする旨の決定が第８条の規定による届出によるものである

ときは、条例第４条の２第１項に規定する期間（次項において「制限期間」という。）のうち

当該届出に係る市町村民税の課税状況に変更があった日の属する月の翌月以後に受けた医療に

係る医療費助成は、行わない。 

３ 町長は、第８条の規定による届出により、第３条第１項の規定により算定した基準世帯員に

係る市町村民税の所得割の額が制限期間内において同条第２項に規定する額未満となったと認

めるときは、当該制限期間のうち当該届出に係る市町村民税の課税状況に変更があった日の属
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する月の初日以後に受けた医療に係る医療費助成を行うものとする。 

４ 前項の場合においては、助成制限を受けている受給者又はその保護者に対し、当該助成制限

を解除する旨を通知するものとする。 

（平２７規則１１・一部改正） 

（受給券の再交付） 

第１１条 受給者又はその保護者は、受給券を紛失し、又は毀損し、若しくは汚損したときは、

重度心身障害者（児）医療費助成受給券再交付申請書（別記第１０号様式）により町長に申請

し、受給券の再交付を受けることができる。 

２ 前項の規定による申請には、その毀損し、又は汚損した受給券を添付しなければならない。 

３ 受給者又はその保護者は、第１項の規定により受給券の再交付を受けた後、失った受給券を

発見したときは、速やかにその発見した受給券を町長に返還しなければならない。 

（平２７規則１１・全改） 

（台帳の整備） 

第１２条 町長は、受給者の状況を明確にするため、重度心身障害者（児）医療費受給者台帳（別

記第１１号様式）を整備しておくものとする。 

（平２７規則１１・追加） 

（受給資格認定の取消し） 

第１３条 町長は、第９条の規定による届出があったときは、当該届出に係る受給者の受給資格

認定を取り消すものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、町長は、受給者又はその保護者が、この規則の規定に違反したと

き又は偽りその他不正の手段により受給資格認定を受け、若しくは助成金の給付を受けたとき

は、当該受給者に係る受給資格認定を取り消すことができる。 

（平２７規則１１・旧第１２条繰下・一部改正） 

（代理） 

第１４条 医療費助成に関する申請、届出その他の行為は、受給資格者の代理人が行うことがで

きるものとする。 

（平２７規則１１・旧第１３条繰下） 

（補則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

（平２７規則１１・旧第１４条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日
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から施行する。 

（栄町重度心身障害者（児）の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止） 

２ 栄町重度心身障害者（児）の医療費の助成に関する条例施行規則（平成２年栄町規則第１７

号）は、廃止する。 

（準備行為） 

３ 第４条第１項の規定による申請及び同条第２項の規定による届出（附則第５項の規定が適用

される場合を含む。）並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前

においても、第４条及び同項の規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

４ この規則の施行の日前に、附則第２項の規定による廃止前の栄町重度心身障害者（児）の医

療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、この規則の施行の日以後に

おいても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

（高額治療継続者に係る特例） 

５ 栄町重度心身障害者（児）の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（平成１９年

栄町条例第１５号）附則第３項に規定する高額治療継続者（以下この項において「高額治療継

続者」という。）又はその保護者は、この規則の施行の日から平成２１年３月３１日までの間

において第４条第２項又は第９条第１項若しくは第２項の規定による届出をするときは、これ

らの規定により添付すべき書類のほか、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第３項に規定する自立支援医療受給者証の写しその他の高額治療継続者である旨を証する

書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りで

ない。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第９号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月１９日規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年８月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正前の栄町重度心身障害者（児）の医療費の助成に関する条例施行規則（以

下「改正前の規則」という。）の規定に基づく受給券の交付その他の準備行為は、この規則の

施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ 施行日前に、改正前の規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日以後においても、施行日
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から平成２７年１２月３１日までの間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第１６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から

平成２８年１月３１日までの間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２９年９月８日規則第１０号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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別記第１号様式（第４条第１項） 

（平２７規則１６・全改） 

第２号様式（第５条第１項） 

（平２７規則１１・全改） 

第３号様式（第５条第２項） 

（平２７規則１１・全改） 

第４号様式（第７条第１項） 

（平２７規則１１・全改） 

第５号様式（第７条第１項第２号） 

（平２７規則１１・全改） 

第６号様式（第７条第２項） 

（平２７規則１１・全改） 

第７号様式（第７条第２項） 

（平２７規則１１・全改） 

第８号様式（第８条及び第９条） 

（平２７規則１１・全改） 

第９号様式（第１０条第１項） 

（平２７規則１１・全改） 

第１０号様式（第１１条第１項） 

（平２７規則１１・追加） 

第１１号様式（第１２条） 

（平２７規則１１・追加） 

 


